
終身会員制度終身会員制度終身会員制度終身会員制度についてについてについてについて    

 

（１） 新入会員は入会に際し、終身会員。普通会員のいずれかを選択することができます。 

 

（２） 普通会員は、何時でも終身会員に替わることができます。 

 

（３） 前（１）・（２）項で終身会員を希望する方は、満年齢に応じ別表の終身会費をお支払いいただき

ます。 

満年齢は、加入前年度末日の万年齢とします。 

 

（４） 年会費を値上げする時は、終身会費も値上げします。但し、既終身会員には遡及しません。 

 

（５） 終身会員として入会する方も、別に入会金２，０００円を納付していただきます。 

 

（６） 既会員が終身会員に替わる場合、既にその年度の年会費を納入済みのときは、（３）項に示す終

身会費 

より既納の年会費を差し引いた額をお支払いいただきます。 

 

（７） 満８６歳以上で、かつ会費期間１０年以上の方は年会費免除となっていることから、満７６歳以

上で入会した方が終身会員を希望する場合は、（１０年―会員期間数）の年数で算出した終身会

費をお支払いいただきます。   

 

 

 

 

 



※新規入会の場合は、別途入会金２,０００円が必要になります。

生 年 月 日 免除となる年
会費納入
必要年数
（年）

1941 （S16） 4月1日 ～ 1942 （S17） 3月31日 2027年 1 4,000 円 4,000 円

1942 （S17） 4月1日 ～ 1943 （S18） 3月31日 2028年 2 8,000 円 7,900 円

1943 （S18） 4月1日 ～ 1944 （S19） 3月31日 2029年 3 12,000 円 11,700 円

1944 （S19） 4月1日 ～ 1945 （S20） 3月31日 2030年 4 16,000 円 15,400 円

1945 （S20） 4月1日 ～ 1946 （S21） 3月31日 2031年 5 20,000 円 18,900 円

1946 （S21） 4月1日 ～ 1947 （S22） 3月31日 2032年 6 24,000 円 22,400 円

1947 （S22） 4月1日 ～ 1948 （S23） 3月31日 2033年 7 28,000 円 25,400 円

1948 （S23） 4月1日 ～ 1949 （S24） 3月31日 2034年 8 32,000 円 29,000 円

1949 （S24） 4月1日 ～ 1950 （S25） 3月31日 2035年 9 36,000 円 32,100 円

1950 （S25） 4月1日 ～ 1951 （S26） 3月31日 2036年 10 40,000 円 35,200 円

1951 （S26） 4月1日 ～ 1952 （S27） 3月31日 2037年 11 44,000 円 38,200 円

1952 （S27） 4月1日 ～ 1953 （S28） 3月31日 2038年 12 48,000 円 41,100 円

1953 （S28） 4月1日 ～ 1954 （S29） 3月31日 2039年 13 52,000 円 43,900 円

1954 （S29） 4月1日 ～ 1955 （S30） 3月31日 2040年 14 56,000 円 46,600 円

1955 （S30） 4月1日 ～ 1956 （S31） 3月31日 2041年 15 60,000 円 49,200 円

1956 （S31） 4月1日 ～ 1957 （S32） 3月31日 2042年 16 64,000 円 51,800 円

1957 （S32） 4月1日 ～ 1958 （S33） 3月31日 2043年 17 68,000 円 54,300 円

1958 （S33） 4月1日 ～ 1959 （S34） 3月31日 2044年 18 72,000 円 56,700 円

1959 （S34） 4月1日 ～ 1960 （S35） 3月31日 2045年 19 76,000 円 59,100 円

1960 （S35） 4月1日 ～ 1961 （S36） 3月31日 2046年 20 80,000 円 61,400 円

1961 （S36） 4月1日 ～ 1962 （S37） 3月31日 2047年 21 84,000 円 63,600 円

1962 （S37） 4月1日 ～ 1963 （S38） 3月31日 2048年 22 88,000 円 65,700 円

1963 （S38） 4月1日 ～ 1964 （S39） 3月31日 2049年 23 92,000 円 67,800 円

1964 （S39） 4月1日 ～ 1965 （S40） 3月31日 2050年 24 96,000 円 69,800 円

1965 （S40） 4月1日 ～ 1966 （S41） 3月31日 2051年 25 100,000 円 71,800 円

1966 （S41） 4月1日 ～ 1967 （S42） 3月31日 2052年 26 104,000 円 73,200 円

1967 （S42） 4月1日 ～ 1968 （S43） 3月31日 2053年 27 108,000 円 75,600 円

1968 （S43） 4月1日 ～ 1969 （S44） 3月31日 2054年 28 112,000 円 77,400 円

1969 （S44） 4月1日 ～ 1970 （S45） 3月31日 2055年 29 116,000 円 79,100 円

1970 （S45） 4月1日 ～ 1971 （S46） 3月31日 2056年 30 120,000 円 80,800 円

1971 （S46） 4月1日 ～ 1972 （S47） 3月31日 2057年 31 124,000 円 82,500 円

1972 （S47） 4月1日 ～ 1973 （S48） 3月31日 2058年 32 128,000 円 84,100 円

1973 （S48） 4月1日 ～ 1974 （S49） 3月31日 2059年 33 132,000 円 85,600 円

1974 （S49） 4月1日 ～ 1975 （S50） 3月31日 2060年 34 136,000 円 87,100 円

1975 （S50） 4月1日 ～ 1976 （S51） 3月31日 2061年 35 140,000 円 88,600 円

1976 （S51） 4月1日 ～ 1977 （S52） 3月31日 2062年 36 144,000 円 90,000 円

1977 （S52） 4月1日 ～ 1978 （S53） 3月31日 2063年 37 148,000 円 91,400 円

1978 （S53） 4月1日 ～ 1979 （S54） 3月31日 2064年 38 152,000 円 92,800 円

1979 （S54） 4月1日 ～ 1980 （S55） 3月31日 2065年 39 156,000 円 94,200 円

1980 （S55） 4月1日 ～ 1981 （S56） 3月31日 2066年 40 160,000 円 95,600 円

1981 （S56） 4月1日 ～ 1982 （S57） 3月31日 2067年 41 164,000 円 97,000 円

1982 （S57） 4月1日 ～ 1983 （S58） 3月31日 2068年 42 168,000 円 98,300 円
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